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D-490 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図（顔面神経麻痺） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、顔面神経麻痺に対する「中枢神経磁気刺激による誘発筋電

図」の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 留意事項通知に「多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動

障害の診断を目的として」と記載があり、これらの疾患から顔面神経麻痺

が生じることがある。顔面神経麻痺の原因を探索するために中枢神経磁気

刺激による誘発筋電図を測定することは有用であり、算定は認められると

整理した。 

 


